
 

合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認及

び発電利用に供する木質バイオマスの証明に

関する宣言書 

 

 

             は、「合法性・持続可能性の証

明、間伐材の確認及び発電利用に供する木質バイオマスの

証明に係る事業者認定実施要領」第 4 条及び、第 7 条から第

9 条を遵守し、合法性の証明された木材を取り扱うことをこ

こに宣言します。 

 

 

令和   年    月    日 

        印 

 

 

 


